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厳寒の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素よ 

り本校の活動に格別のご高配をいただいておりますことに改めて感謝申し上げます。 

 さて、道内では 1月 27日より新型コロナウイルス感染症に伴う「まん延防止等重点措置」が発令

されることとなりました。本校ではこれまで通りの対応を基本に下記の感染症対策を徹底し、児童

生徒の安心や安全ならびに教育の機会保障に尽力してまいります。ご家庭でのご理解とご協力を心

よりお願い申し上げます。 

記 

 

１ 日常の教育活動について 

 ①衛生管理マニュアルに基づき、可能な限り感染リスクの低減を図りながら実施します。 

  →「マスクの着用」「手洗いや手指消毒」「換気や共用箇所の消毒」を継続します。 

  →毎日の検温と健康チェック（健康観察シートの提出）を継続します。 

  →スキー授業についても感染症対策をとりながら実施する予定です。（詳細は別紙参照） 

 

２ 児童生徒の登校について 

 ①発熱の有無に関わらず、風邪症状等が見られる場合は登校を控えてください。 

  →症状がなくなるまで無理せず自宅にて休養し、必要に応じて病院を受診してください。 

  →受診結果や症状の経過等について、随時学校へお知らせ願います。 

  →記録上は出席停止とし、欠席扱いにはなりません。 

 ②同居する家族に発熱や風邪症状が見られる場合も登校を控えてください。 

  →家族の症状がなくなるまで、自宅学習となります。 

  →記録上は出席停止とし、欠席扱いにはなりません。 

 ③感染が不安で登校を控えたい、または遠方への往来に伴う体調観察のため登校を控えたいとい

う場合は、まずは学校へご相談ください。（出席停止扱いとなる場合があります） 

  →登校しない場合は、自宅学習となります。 

 ④本人および同居する家族に陽性者が出た場合、２週間（オミクロン株の場合は 10日間）の出

席停止・自宅待機となります。                     【裏面に続く】 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について 



 ⑤同居する家族が感染や濃厚接触の疑いがあっても、検査結果が陰性であれば児童生徒は登校可

能です。 

  →結果が出るまでの対応やその後の登校の可否については、まずは学校へご相談ください。 

 ⑥ワクチン接種や接種後の副反応と見られる体調不良についても、出席停止の措置をとります。 

 

３ 在校中に生じた体調不良への対応について 

 ①登校後に風邪症状等の体調不良が生じた場合は、家庭と連携の上で早退の措置をとります。 

  →保健室で休養はさせず、１階地域交流スペースで待機の後、家庭へ引き渡します。 

  →症状がなくなるまで無理せず自宅にて休養し、必要に応じて病院を受診してください。 

  →受診結果や症状の経過等について、随時学校へお知らせ願います。 

 

４ 部活動について 

 ①校内での通常の活動は、引き続き健康チェックや感染防止対策を徹底の上、実施します。 

 ②校外での活動や他校との交流は自粛し、大会等への参加については校長判断で対応します。 

 

５ 学習保障について 

 ①臨休措置も含め自宅学習が続く際は、著しい学習の遅れが生じぬよう、オンラインでの学習支

援等の対策を講じていきます。 

 

６ ＰＣＲ検査等の受検について 

 ①本人および同居する家族が検査を受ける際は、学校へもその旨をお知らせください。 

  →受検した経緯等についての聞き取りへのご協力をお願いします。 

  →検査結果が判明次第、学校へも速やかにお知らせください。 

 ②感染への不安で受検を希望する際は、道の「ＰＣＲ等検査無料化事業」で無料での受検が可能

です。必要に応じて積極的な活用をご検討ください。 

  →期間は１月８日（土）～２月７日（月）迄です。 

  →詳しくは右のＱＲコード、またはＵＲＬからご確認ください。 

【URL】 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/kensa_muryouka.html 

 

７ 感染症に係る差別や誹謗中傷を生まないために 

 ①正しい情報に基づいてのみ判断・行動し、事実と異なる話や個人の見解等を不用意に噂として

広めないよう十分に留意してください。 

 ②誰もが当事者になる可能性があります。陽性者や濃厚接触者とその家族も含めて、誤解や偏見

による差別を行うことのないよう、冷静で思いやりのある行動をとるようお願いします。 

 


